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　本学の３学科の全ての学生が履修しなければならない科目群で、全部で30科目・51単位の科目があります。
　その中から、「英語コミュニケーション（a）・（b）」の計２単位は必ず履修してください。（食物栄養学科は「体育実技」
の１単位も必修）
　さらに、残りの28科目・49単位（食物栄養学科は27科目・48単位）の中から10単位以上（食物栄養学科は９単位以上）を
履修し、合計12単位以上を修得してください。
　この教養科目は、学問研究の基礎、社会生活に必要な理論や技能、心身の健康、コミュニケーション力、多角的思考力、
創造性、キャリアなどについて勉強する科目です。
　そのねらいは、豊かな人間性を育て、社会での活動の基礎となる深い教養を身に付け、コミュニケーション力を備えた、
社会的・職業的に自立できる人材を育成することです。
　具体的には、心身の健康を育成するための「心身の健康科目群」、言語や対話力を身に付ける「コミュニケーション科目群」、
文学、文化、芸術などの「感性を磨く科目群」、社会的・職業的自立を支援し、生涯にわたって自己のキャリアを築くため
の「キャリアアップ科目群」、社会での活動の基盤となる「社会を理解する科目群」があります。
　皆さんは、上記の必修単位のほか、自分の将来の生活設計や自分が希望する進路を考慮しながら、必要とする科目を自由
に選んで、必要単位数を充足してください。

教養科目

教 育 課 程Ⅲ
　本学の課程を卒業するために修得しなければならない要件は、学則に記してありますが、その要点は下記のとおりです。
　教育課程の概要説明と科目の配当年次をよく理解したうえで、計画的に履修するようにしてください。
　なお、開講年度については、一部変更することがあります。

　①　２か年以上本学に在学すること。（学則　第３条）
　②　以下の単位を在学中に修得しなければならない。（学則　第24条）

総合生活学科
　教養科目  12単位以上
　専門科目  50単位以上　　  計62単位以上

食物栄養学科
　教養科目  12単位以上
　専門科目  50単位以上 計62単位以上

幼児教育学科
　教養科目  12単位以上
　専門科目  50単位以上 計62単位以上

　③　各授業科目の単位数は、学則第20条の基準によって算定される。
　④　毎学期初めに、学生は修得しようとする授業科目を学長に届け出なければならない。（学則　第21条）


